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１．日本行政書士会連合会（日行連）のこれまでの災害支援活動の取組

行政書士は官公署に提出する書類（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作
られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び
次条において同じ。）その他権利義務又は事実証明に関する書類（実地調査に基づく図面類を含む。）を作成することを業とする国家資格者です。
その特性を活かし、過去発生した災害において被災者が行う各種申請のサポート（自治体での窓口対応や代理申請）を続けてまいりました。



２．令和7年における災害支援活動の一例

①「罹災証明書」申請窓口支援
被災者が様々な支援事業を活用する際に必要となる「罹災証明
書」の申請窓口に行政書士を派遣する。被災自治体への人的サ
ポート。

②災害救助法に基づく「住宅の応急修理」申請窓口支援
被災者の方々は既に罹災証明書交付済又は申請済で罹災証明書
交付待ちの状態で、その後受けられる支援の一つ。被災自治体
への人的サポート

行政書士が被災自治体と共に行う災害支援活動は「罹災証明書」
の発行支援のみならず、その後の「様々な支援事業」を活用する
ためのサポートに今後変化していく可能性があります。

行政書士は災害発生後、被災者にどのような支援事業があるのか、
被災自治体と緊密に連携し情報収集等進めなければなりません。



３．内閣府との協定締結について

令和6年9月25日、本会は内閣府と「大規模災害時の被災自治体への

支援に関する内閣府と日本行政書士会連合会との協定」を締結しました。



近年頻発する大規模災害に備えて、平時から被災自治体を支援する会員を養成し、大規模災害の発生時

には迅速に被災自治体に会員を派遣して支援活動が行える組織体制を整備しておく必要がある。

◇ 協定締結の背景

◇ 協定締結の目的

行政手続の専門家である行政書士が罹災証明書の交付など、大規模災害の発生時に被災

自治体の要請に応じて、行政事務のサポート役として被災自治体に赴き、支援活動に従事する。

◇ 協定の概要

① 内閣府は、大規模災害発生時には、日行連に対し、被災自治体への行政書士の派遣を要請で

きる。

② 日行連は、内閣府に対し、被災自治体との連絡調整など必要な支援の実施を要請できる。

③ 内閣府及び日行連は、上記の要請を受けた場合には、それぞれの業務に支障のない範囲で必

要な協力を行う。

④ 内閣府及び日行連は、必要な情報共有に努める。 等



◇ 協定に基づく連携協力のイメージ

被災自治体

内閣府
日本行政書士会連合会

(日行連)

①行政書士派遣の要請

③会員の派遣③連絡調整

②被災自治体との
連絡調整の要請

④必要な情報共有



４．災害復興支援員について

◇ 災害復興支援員とは

大規模災害発生時、本会が内閣府からの要請に基づき被災自治体

に派遣し、被災自治体の窓口業務を支援するなど、行政事務のサポート

役として被災者支援活動を行う行政書士の総称。



災害復興支援員派遣までのイメージ

大規模災害の発生

被災自治体

内閣府

（支援が必要となる内容の
確認等）連絡調整

支援要請

日行連

被災自治体との連絡調整を要請

行政書士派遣の要請

災害復興支援員
の派遣

都道府県行政書士会

④に基づき
派遣する災害復興
支援員を選定

①

④

③

②

⑤⑥



５．今後について

◇ 災害復興支援の実務に関する研修の実施

被災地における支援活動に際し必要となる具体的な各種手続に関する

VOD研修を日行連中央研修所研修サイトで公開（予定）。

〇罹災証明書の発行手続

〇自動車の廃車手続

〇公費解体・撤去に関する手続      etc.



日行連では災害対策に関する諸課題の解消に向けた対応を推進します。

〇組織強化 ： 災害復興支援員の増員・養成

〇行動計画 ： 大規模災害（南海トラフ地震等）を想定した

          派遣計画・マニュアル等の策定 等

◇ 大規模災害発生時の対策に関する検討課題について

⇒今後も内閣府と定期的に協議を行い、

 災害支援スキームの確立を図ってまいります。




